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COP7の結果と国内制度の動向
環境省

竹本　和彦
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１.COP7の結果概要

（１）COP7（モロッコ・マラケシュ）今回の締約国会議における主要ポイントは、次の通り。

①ボン合意に基づき法的文書を完成させること、

②途上国の参加に関して議論を始める道筋をつけること、

③ヨハネスブルグ・サミットへのメッセージを発信すること。

（２）途上国の参加問題

（３）米国への働きかけ

（４）京都議定書の発効に向けた国際的動向

２.我が国における取組

（１）地球温暖化対策推進本部決定（平成１３年１１月１２日）

※今回の合意を受けて、我が国として京都議定書の２００２年締結に向けた準備を本格的に開始することと

し、以下の作業を精力的に進める。

①京都議定書の目標を達成するため、「地球温暖化対策推進大綱」を見直す。

②通常国会に向けて京都議定書締結の承認及び京都議定書の締結に必要な国内制度の整備構築のた

めの準備を本格化する。

（２）中央環境審議会地球環境部会は、昨年１２月２０日「京都議定書の締結に向けた国内制度に関する答申案」

をとりまとめた。現在パブリック・コメントを実施中。１月２４日地球環境部会において答申のとりまとめを行うことと

している。

（３）これらを踏まえ、今通常国会での議定書締結の承認に向け政府部内で調整中。

COP7の概要 平成１３年１０月２９日～１１月１０日、モロッコ・マラケシュ

気候変動枠組条約第７回締約国会議（COP7）
（１０/２９～１１/１０、於：マラケシュ）
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COP7の結果

  本年７月のCOP6再開会合において合意された、いわゆる京都議定書の運用ルールの中核的要素（ボン合意）

に基づき、具体的な運用細則を定める文書を正式採択。

１.概要

（１）１１月１０日、京都議定書の中核的要素に関する基本的合意（ボン合意）を法文化する文書が採択され、京都

議定書の実施に係るルールが決定された。これにより、先進国等の京都議定書批准が促進される見通し。

（２）COP7で採択されたものは、７月のCOP6再開会合（於：ボン）で合意された途上国支援に関する決定及び当

時交渉が終了しなかった吸収源、遵守、京都メカニズム等に関する決定。これにより、途上国支援のための３

つの基金が正式に設立された。吸収源については我が国所要の吸収量（３.７％）を可能とする上限値が正

式に確保された。排出量取引等の京都メカニズムに関しては、一定の制約はあるものの、柔軟且つ幅広い利

用が可能となり得るルールが形成された。遵守制度について法的拘束力のある措置を課し得る制度とする

か否かは、第１回議定書締約国会合で措置されることとなった。

（３）このほか、途上国に排出削減・抑制を求める問題については議論が先送りされた。また、明年９月に予定され

る「持続可能な開発に関する世界首脳会議」への報告が採択された。

○途上国の将来の約束に関する検討については、COP8に送る。（協議未了）

○途上国の能力育成、技術移転、対策強化等を支援するための基金を正式に設置。（先進国の

任意拠出）

○森林管理の吸収分は国ごとに上限設定（日本は基準年排出量の３.７％分を正式に確保。また

ロシアは要求どおり３３百万トンを確保）

○CDMシンクの対象活動として、新規植林及び再植林を認める。

○不遵守の際の措置に法的拘束力を導入するか否かについては、議定書発効後に開催される第

１回締約国会合において決定。

○目標を達成できなかった場合は、超過分の１.３倍を次期目標に上積み。

○遵守制度の受入れは、京都メカニズムの活用の条件としない。

○CDM、共同実施等で得た排出枠は自由に取引できる。

○国内対策に対し補足的（定量的制限は設けない）。

○共同実施、CDMのうち原子力により生じた排出枠を目標達成に利用することは控える。

○排出量取引における売りすぎを防止するため、その国に認められた排出枠の９０％又は直近の排

出量のうち、どちらか低い方に相当する排出枠を常に留保する。

平成１３年１１月１０日　日本政府代表団
（４）COP8は明年１０月２３日から１１月１日まで、印で開催する方向となった。

（参考１）気候変動枠組条約（１９９２年採択）

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化が目的。各国の自主的努力や途上国支援等を規定。１９９４年発効。

（参考２）京都議定書（１９９７年採択）

２００８年から２０１２年の温室効果ガス削減目標値を設定（１９９０年比：先進国全体で－５％。日：－６％、米：－７％、EU：－８％）。柔軟性措置（クリーン開発メカニズム（CDM）、排出量取引、共同実施）を規定。未発効。

（参考３）「持続可能な開発に関する世界首脳会議」

明年９月、ヨハネスブルグで開催。２００２年が１９９２年のリオの地球サミットから１０年目に当たることから開催されるもの。地球環境問題への取組みの指針とされる「アジェンダ２１」の包括的見直しを行う。

２.評価

（１）政府代表団は、京都議定書の２００２年発効を目指し、COP7で合意を達成すべく最大限努力し、協議において建設的役割を果たした。

（２）法的文書の今次採択により、我が国が京都議定書の批准を検討する上で不可欠な吸収源に関しては、我が国がこれまで主張してきた吸収量の上限値が正式に確保され、京都メカニズムに関しては、一定の制約はあるものの、柔軟且つ幅広く利用でき実際に機能し得るルールが形成されたことを評価する。

（３）CDM（注）理事会が設立され、岡松壮三郎（財）地球環境産業技術研究機構顧問がメンバーに選出されたことは、我が国が今後CDM事業を推進する上で意義がある。

（４）ボン会合で争点となった遵守制度については、遵守を奨励する実行性のあるもので、多くの国に参加の道を開く制度構築に努力した。

（５）地球規模での実効的な温暖化対策のためには米国や途上国も含む全ての国が参加する一つの国際的枠組みが重要であり、その実現に向け引き続き最大限努力する。

（６）我が国は、引き続き、京都議定書の目標を達成するための国内制度に総力で取組む考えである。

（注）クリーン開発メカニズム（CDM）

ある先進国が途上国内で温室効果ガス削減事業を行い、それにより生じた削減分を、事業を行った先進国の排出割当量に加えることが出来る制度。
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（４）COP8は明年１０月２３日から１１月１日まで、印で開催する方向となった。

（参考１）気候変動枠組条約（１９９２年採択）

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化が目的。各国の自主的努力や途上国支援等を規定。１９９４年発効。

（参考２）京都議定書（１９９７年採択）

２００８年から２０１２年の温室効果ガス削減目標値を設定（１９９０年比：先進国全体で－５％。日：－６％、米：－７％、

EU：－８％）。柔軟性措置（クリーン開発メカニズム（CDM）、排出量取引、共同実施）を規定。未発効。

（参考３）「持続可能な開発に関する世界首脳会議」

明年９月、ヨハネスブルグで開催。２００２年が１９９２年のリオの地球サミットから１０年目に当たることから開催される

もの。地球環境問題への取組みの指針とされる「アジェンダ２１」の包括的見直しを行う。

２.評価

（１）政府代表団は、京都議定書の２００２年発効を目指し、COP7で合意を達成すべく最大限努力し、協議におい

て建設的役割を果たした。

（２）法的文書の今次採択により、我が国が京都議定書の批准を検討する上で不可欠な吸収源に関しては、我

が国がこれまで主張してきた吸収量の上限値が正式に確保され、京都メカニズムに関しては、一定の制約は

あるものの、柔軟且つ幅広く利用でき実際に機能し得るルールが形成されたことを評価する。

（３）CDM（注）理事会が設立され、岡松壮三郎（財）地球環境産業技術研究機構顧問がメンバーに選出された

ことは、我が国が今後CDM事業を推進する上で意義がある。

（４）ボン会合で争点となった遵守制度については、遵守を奨励する実効性のあるもので、多くの国に参加の道を

開く制度構築に努力した。

（５）地球規模での実効的な温暖化対策のためには米国や途上国も含む全ての国が参加する一つの国際的枠

組みが重要であり、その実現に向け引き続き最大限努力する。

（６）我が国は、引き続き、京都議定書の目標を達成するための国内制度に総力で取組む考えである。

（注）クリーン開発メカニズム（CDM）

ある先進国が途上国内で温室効果ガス削減事業を行い、それにより生じた削減分を、事業を行った先進国の排出割当量に加えることが出来

る制度。

途上国参加問題及び米国への働きかけについて

京都議定書の発効に向けた国際的動き

１.途上国参加問題について

（１）経緯等

①途上国参加問題については、途上国側の反対によりCOP5以降、実質的な議論は行われていない状況。

②地球温暖化対策の実効性を確保する観点からも、温室効果ガス削減に係る途上国の将来の参加問題に

ついては、早急に議論を開始する必要がある。

（２）COP7での成果

①途上国参加に係る議題については、協議未了のまま、COP8に送られることとなった。

②しかしながら、IPCC第三次報告書に関するワークショップを開催して、その情報を検討し、第１６回補助機

関会合（SB16）に報告することで合意（来年６月開催予定）。

③今後、当該ワークショップにおいて、地球規模での温暖化対策の必要性を検討する中で、途上国の温暖化

対策への関与の在り方も議論されることを期待。

２.米国への働きかけについて

（１）平成１３年６月にブッシュ大統領は、主として以下の理由により、京都議定書への不支持を表明。

①途上国に削減義務がない。

②米国経済に悪影響を及ぼす。

（２）米国は、世界最大の温室効果ガス排出国（CO２排出量は全世界の約２５％）であり、実効性ある地球温暖

化対策を確保する観点からも、米国の参加は重要。

（３）このため、日米首脳会談を踏まえた日米ハイレベル協議の開催（７月）、川口大臣訪米（９月）、日米事務レベル

協議の開催（９月末～１０月）、COP7前の川口大臣訪米（１１月）など、米国に対する働きかけに全力を尽くし

ているところ。

京都議定書発効の要件

以下の両方の条件を満たした後、９０日後に発効。

①５５ヶ国以上の国が締結。

②締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭素の１９９０年の排出量が、全附属書Ⅰ国の合計の排出量の５５％

以上。

（注）○ヨハネスブルクサミット（WSSD）の最終日である２００２年９月１１日に発効する場合、発効条件を満たすべ

き日は、２００２年６月１４日。

○２００２年１２月３１日までに発効する場合、発効条件を満たすべき日は、２００２年１０月３日。

世界各国の発効に向けた動き

○EU：欧州委員会は、すべてのEU加盟国が、２００２年６月１４日（WSSD最終日の９０日前）までに京都議定書

を締結すべきであるとの理事会決定案を正式提案。（１０月２３日「気候変動枠組条約京都議定書の約束の共

同履行に関する欧州共同体を代表する欧州理事会決定（案）」）

○加：ボン合意後、首相のステートメントにより各州政府等との協議を了した上で、来年批准する意志を表明。

COP7後、批准の意志決定のための手続きに入る予定。

○豪：１１月１０日の総選挙で勝利した保守党政権は、米国抜きの批准に消極的。

○NZ：WSSDまでの批准の意志を表明。

○露：COP7での合意はロシアの批准への道を開いたと、COP7閉会時に表明。

○ノルウェー：９月に、WSSDまでの京都議定書の批准を表明。

○アイスランド：ボン会合及びCOP7の合意を踏まえ、議会に批准を求めたい。
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ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
ベルギー
ギリシャ
スウェーデン
オーストリア
フィンランド
デンマーク
ポルトガル
アイルランド
ルクセンブルグ

京都議定書の署名国と締結国

○国連気候変動枠組条約締約国　１８５カ国＋１地域（欧州共同体）

○京都議定書署名国数　　　　　８４カ国

○京都議定書締結国数　　　　　４３カ国（２００１年１０月２６日現在）

○２００１年３月１９日、ルーマニアが附属書Ⅰ国として最初に批准

 （参考１）  （参考2）附属書Ⅰ国の二酸化炭素排出量の割合

附属書Ⅰ国の１９９０年の二酸化炭素排出量割合

EU 　　　　　２４.２％
EU以外のヨーロッパ国　７.８％

カナダ、ノルウェー、ニュージーランド
アイスランド　　　　　　　３.８％

３５.８％

ロシア
　１７.４％

＋ ＋

＋

５３.２％

日本８.５％＝６１.７％

＋ 豪　２.１％＝５５.３％

米国３６.１％

国名 CO2 排出量（千t） 割合（％）

EU１５カ国 ３,３２６,４２３
１,０１２,４４３

５８４,０７８
４２８,９４１
３６６,５３６
２６０,６５４
１６７,６００
１１３,４０５

８２,１００
６１,２５６
５９,２００
５３,９００
５２,１００
４２,１４８
３０,７１９
１１,３４３

２４.２％
７.４％
４.３％
３.１％
２.７％
１.９％
１.２％
０.８％
０.６％
０.４％
０.４％
０.４％
０.４％
０.３％
０.２％
０.１％

ポーランド
ルーマニア
チェコ
ブルガリア
ハンガリー
スロバキア
スイス
エストニア
ラトビア
リヒテンシュタイン
モナコ

●
△
●
△
●
△

●
△

EU・アンブレラグループ
以外の附属書Ⅰ国

４１４,９３０
１７１,１０３
１６９,５１４

８２,９９０
７１,６７３
５８,２７８
４３,６００
３７,７９７
２２,９７６

２０８
７１

３.０％
１.２％
１.２％
０.６％
０.５％
０.４％
０.３％
０.３％
０.２％
０.０％
０.０％

米国
カナダ
オーストラリア
ノルウェー
ニュージーランド
アイスランド
日本
ロシア

国名 CO2 排出量（千t） 割合（％）

アンブレラグループ

合計

●はEU加盟候補国
△はEU加盟を目指し交渉中の国

１３,７２８,３０６ １００.０％

４,９５７,０２２
４５７,４４１
２８８,９６５

３５,５３３
２５,５３０

２,１７２
１,１７３,３６０
２,３８８,７２０

３６.１％
３.３％
２.１％
０.３％
０.２％
０.０％
８.５％

１７.４％

 １,０７３,１４０ ７.８％
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